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（介護納付金賦課額）
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所得割額

均等割額

該当者全員の
旧ただし書き
所得の合計

該当者数

※旧ただし書き所得とは、平成28年中の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計額から、
　 基礎控除額33万円を差し引いた金額です（雑損失の繰越控除額は控除しません）。
※介護分保険料は、40歳以上65歳未満の国保加入者（介護保険第2号被保険者）を対象に計算します。

1.46％

賦課限度額は16万円

国民健康保険料算定方法

×

15,600円 ×

②支援金分保険料
（後期高齢者支援金等賦課額）

所得割額

均等割額

加入者全員の
旧ただし書き
所得の合計

加入者数

1.96％

賦課限度額は19万円

×

11,100円 ×

①医療分保険料
（基礎賦課額）

所得割額

均等割額

加入者全員の
旧ただし書き
所得の合計

加入者数

7.47％

賦課限度額は54万円

×

38,400円 ×
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入入入入入入入入入会会会会会会会会会期期期期期期期期期間間間間間間間間間 7月21日㈮～8月31日㈭（日曜日、祝日を除く）

受受受受受受受受受付付付付付付付付付期期期期期期期期期間間間間間間間間間 6月12日㈪～26日㈪

【対象】 夏休み期間に保護者、同居者などが仕事（短時間就労を含む）や病気など

で保育できない小学1～6年生のお子さん

※障害のあるお子さんは、医療行為を必要とせず、集団生活が可能で次のいずれ

かに該当する方

▼特別支援学校または特別支援学級に在籍している方

▼愛の手帳または身体障害者手帳をお持ちの方

▼心身の発達に気になる点があり、医師の診断により特別な配慮を必要とする方

【保育時間】 午前8時30分～午後6時（延長保育実施クラブは午後7時まで）

【入会できる施設】 区立学童保育クラブ（右表のとおり）

私立学童保育クラブについては、区ホームページ（トップ→施設案内→子育て

施設→私立学童保育クラブ）をご覧の上、各クラブへ直接お問い合わせください。

【定員】 各区立学童保育クラブ1～5人

【使用料】6，000円（別途、昼食代・おやつ代・教材費が掛かります。昼食は持参可）

延長保育を希望する方は、別途、延長使用料が1週間当たり250円掛かります。

【申請書配布場所】 区立学童保育クラブ、保育課（区役所4階401番）

区ホームページからも取り出せます。

【申請方法】 所定の申請書に就労・疾病状況を証明する書類（勤務証明書など）を

添えて、希望するクラブまたは保育課（区役所4階401番）へ持参。

【その他】 保護者の方が病気やけが、出産などでの入院、または急な介護などで

保育できない場合は緊急一時学童の制度があります。詳しくは保育課へお問い合

わせください。

【担当課】 保育課 !5654‐8278

【担当課】 税務課（区役所3階321番）

▽課税の内容について !5654‐8550

▽納付の相談について !5654‐8280

▽口座振替・還付金・証明書の郵送請求の相談について !5654‐8201

税額決定納税通知書を送付します（非課税の方を除く）

自営業・パートなど個人で納付する方（普通徴収）

税額決定納税通知書を6月9日㈮に発送します。

【納付窓口】 金融機関、郵便局（ゆうちょ銀行）、税務課（区役所3階

321番）、区民事務所、区民サービスコーナー、コンビニエンスストア

この他、簡単で便利な口座振替、ペイジーマークの表示のあるATM、

パソコンや携帯電話を利用したインターネットバンキング・モバイル

バンキング、クレジットカードを利用する「Yahoo！公金支払い」も

ご利用できます。

【納期限】 ▼第1期 6月30日㈮

▼第2期 8月31日㈭

▼第3期 10月31日㈫

▼第4期 平成30年1月31日㈬

年金から引き落としされている方（年金特別徴収）

税額決定納税通知書を6月9日㈮に発送します。年金の各支給月に

引き落としとなります。

会社員など給与から引き落としされている方（給与特別徴収）

税額決定通知書を5月10日に給与支払者（勤務先）宛てに送付しまし

た。6月から平成30年5月まで、年12回給与からの引き落としとなり

ます。

平成29年度住民税の課税・非課税・納税証明書

（1通300円）の発行

発行開始日 6月9日㈮（給与特別徴収の方は5月10日から）

【発行場所】 税務課（区役所3階321番）、区民事務所、区民サー

ビスコーナー

郵送請求、電話またはネット予約による夜間・休日窓口（区役

所1階）での受け取り、区民ホール（区役所2階）およびコンビニ

エンスストアの証明書発行機（1通200円）での交付もできます。

【必要書類】

本人確認書類（運転免許証、マイナンバー（個人番号）カード、パ

スポートなど）

同一世帯以外の方が代理で請求する場合には、委任状と代理人

の本人確認書類が必要となります。

▽住民税の申告をしていない方（公的年金受給者・確定申告をした

方・勤務先から給与支払報告書の提出のあった方・被扶養者の方

を除く）の証明書は発行できません。税務課で申告してください。

この場合、証明書の即日発行はできません。

▽被扶養者の方で所得金額（0円を含む）の記載のある証明書が必要

な場合、住民税の申告が必要となる場合があります。

▲ペイジーマーク
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一時学童保育実施クラブ一覧
★印のクラブは、午後7時までの延長保育があります。

電話番号

3602‐0221

3604‐6306

5698‐1704

5698‐1707

5698‐1705

5699‐1275

5694‐2292

3604‐7756

3604‐6561

5699‐1257

5694‐2982

3602‐3452

3627‐6948

5698‐1703

5698‐1701

3691‐3142

5699‐1244

5699‐1314

3602‐6808

5699‐1260

5698‐1702

5698‐1706

5699‐1298

西亀有学童保育クラブは夏休み期間の一時学童保育を実施しません。

所 在 地

青戸3‐10‐5（青戸児童館内）

青戸6‐16‐12（青戸中央児童館内）

奥戸1‐12‐1（西奥戸児童館内）

奥戸2‐30‐11（南奥戸児童館内）

奥戸4‐20‐11（東奥戸児童館内）

金町5‐4‐1（末広児童館内）

鎌倉2‐6‐20（鎌倉児童館内）

亀有1‐17‐5（亀有児童館内）

西亀有1‐2‐7（中道児童館内）

柴又2‐4‐5（柴又児童館内）

柴又5‐33‐8（新柴又児童館内）

白鳥3‐32‐6（白鳥児童館内）

高砂5‐6‐7（高砂児童館内）

宝町1‐5‐1（宝町児童館内）

立石3‐26‐10（梅田児童館内）

西新小岩4‐33‐2（児童会館内）

西水元2‐16‐10（幸田児童館内）

東金町5‐22‐18（東金町児童館内）

東堀切2‐20‐8（東堀切児童館内）

東水元3‐5‐7（新水元児童館内）

東四つ木2‐15‐11（渋江児童館内）

堀切1‐9‐18（堀切児童館内）

南水元3‐7‐1（花の木児童館内）

クラブ

青戸

青戸中央

西奥戸

南奥戸

東奥戸

末広

鎌倉

亀有

中道

柴又

新柴又

★白鳥

高砂

宝町

梅田

★西新小岩

幸田

東金町

東堀切

★新水元

★渋江

堀切

花の木

夏休み期間の一時学童保育入会を受け付けます

平成29年度

特別区民税・都民税（住民税）のお知らせ

月～金曜日／午前９時・午後４時　パソコン・スマートフォンからも聴けます。

「かつしかインフォメーション（葛飾区提供）」で
区からのお知らせを放送しています！
ラジオのダイヤルはＦＭ７８．９ＭＨｚです。
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